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令和４年度上期定期監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、令和４年度の上期定期監査を実施したの

で、その結果を同条第９項の規定により、別添のとおり提出します。 
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１．監査の対象 

   全課（所・局） 

 

２．監査の対象とした事項 

  （１）令和４年度主要事務事業の進捗状況 

  （２）備品の管理状況 

 

３．監査期間 

   令和４年１０月７日から１０月１３日まで 

 

４．監査の方法 

   監査の実施にあたっては、監査の対象課等に対して資料の提出を求め、提出された

資料に基づき監査を行った。なお、（１）については、令和４年度の事務事業のうち

主な２７事業を調査し、一部の事業については担当課から説明を受けた。（２）につ

いては、全課（所・局）から備品台帳を提出してもらいその内容を確認した。 

 

５．監査の結果 

（１）令和４年度各事務事業の進捗状況 

①選定した事務事業の数 

課・局・所 現年度 繰越明許費 事故繰越し 合計 

議会事務局 １   １ 

総務課 ２   ２ 

選挙管理委員会事務局 １   １ 

財務課 ２   ２ 

企画調整課 ３ １  ４ 

町民福祉課 １ ５  ６ 

健康長寿課 １* １  ２ 

産業観光課 ２   ２ 

建設課 １  １ ２ 

教育委員会教育課 ４   ４ 

水道事業所 １*   １ 

合   計 １９ ７ １ ２７ 

*は特別会計 

 

②説明を求めた課 

 選挙管理委員会事務局、財務課、町民福祉課、健康長寿課、建設課、 

教育委員会教育課 
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③概要 

予算の執行については、概ね計画的に着手されている。執行率が低い事業もあるが、 

着手又は契約行為を終えている。 

繰越事業は、全て事業に着手しており概ね事業が完了している。 

 

【現年度予算】 

   今回対象とした議会事務経費外１８事業は、支出負担行為は率にして４０％以下の

ものが２事業あったが、ほぼ計画どおりの進捗であった。 

（資料表①と②） 

 

【繰越事業・繰越明許費】 

繰越明許費に係る事務事業のうち、一般会計は定住促進事業費外６事業で支出負担 

行為は率にして３８．７９％であった。特別会計は地域介護・福祉空間整備等施設整

備交付金防災改修等支援事業外１事業で支出負担行為は率にして９９．７１％であっ

た。 

（資料表③） 

  

【繰越事業・事故繰越し】 

事故繰越しに係る事務事業は、一般会計の公共土木施設災害復旧事業の１事業であ

る。事故繰越しの理由は、橋台並びに橋脚撤去に時間を要したためであり、来年３月

に完了予定である。（資料表④） 

 

（２）備品管理状況 

備品管理状況については、令和３年度決算に基づく備品購入費により購入した備品

の全てと、令和４年８月末までの備品購入状況について備品台帳にて調査した。また、

任意に担当課職員から聞き取り調査を行った。 

 

６．意見 

（１）令和4年度主要事務事業の進捗状況 

各事業の執行状況については、概ね計画どおりであった。職務の遂行にあたっては、職

員の健康管理への配慮はもちろんではあるが、現場での労働災害防止に努められたい。特

に事故繰越し事業については、工期内完成が必須なので、施工者等に注意喚起されたい。 

（２）備品管理状況 

備品については、概ね備品台帳にて管理されていた。今後も継続して、台帳への記載は 

もちろんのこと、「廃棄・引渡・引受」等の保管記録を記載の上、管理されたい。  

 

７．指摘事項 

   なし 

 

 


